
総社市立認定こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  平成３１年３月２２日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第１１号    

 

総社市立認定こども園条例の一部を改正する条例 

 

 総社市立認定こども園条例（平成２６年総社市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

 （名称等） 

第３条 認定こども園の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 

総社市立いじりの認定こども園 総社市井尻野 1722 番地 

総社市立きよね認定こども園 総社市清音軽部 762 番地 

   

 

 （名称等） 

第３条 認定こども園の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 

 

総社市立きよね認定こども園 

 

総社市清音軽部 762 番地 

    

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

 （総社市立幼稚園条例の一部改正） 

２ 総社市立幼稚園条例（平成１７年総社市条例第１０１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 

 

 （名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 



改 正 後 改 正 前 

総社市立総社幼稚園 総社市総社二丁目 17 番 15 号 

 

 略 

   

総社市立総社幼稚園 総社市総社二丁目 17 番 15 号 

総社市立井尻野幼稚園 総社市井尻野 1778 番地 2 

 略 

   

 （総社市立保育所条例の一部改正） 

３ 総社市立保育所条例（平成１７年総社市条例第１２７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

  次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （名称，位置及び定員） 

第２条 保育所の名称，位置及び定員は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 定 員 

 

総社市立中央保育所 

 

総社市駅南一丁目 8番地 1 

 

120 人 

 

 （指定管理者による管理） 

第４条 保育所の管理は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により，法人その他の団体であって市長が指定する

もの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

 

 

 （名称，位置及び定員） 

第２条 保育所の名称，位置及び定員は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 定 員 

総社市立総社保育所 総社市井尻野 1717 番地 4 120 人 

総社市立中央保育所 総社市駅南一丁目 8番地 1 120 人 

 

 （指定管理者による管理） 

第４条 総社市立中央保育所の管理は，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定により，法人その他の団体であって市長

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

   

 

 


